
                              議案第３１号  

 

       鹿沼市都市農村交流施設条例の一部改正について        

 

 次のように改める。 

  令和６年２月２０日提出 

                     鹿沼市長 佐 藤  信      

 

 

 

 

 

   鹿沼市都市農村交流施設条例の一部を改正する条例 

 鹿沼市都市農村交流施設条例（平成１７年鹿沼市条例第６２号）の一部を次のよ

うに改正する。 

 第２条の表鹿沼市永野都市農村交流館の項を削る。 

   附 則 

 この条例は、令和６年４月１日から施行する。 


